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＜ 広島県 ＞  

指導力不足等教員への対応について 

広島県教育委員会 
 
１ 指導力不足等教員の定義 
 「児童又は生徒に対する指導が不適切で，この要綱に基づいて研修等必要な措置を講ずる必要 
 があると認定された者」（別紙「指導力不足等教員の取扱いに関する要綱」第２条参照） 
 
２ 把握→申請→認定までの事務  
      
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指導力不足等教員の把握】     【指導力不足等教員判定委員会】 

・ 校長が，日頃の学校経営・学校
運営の中で把握する。 

 
・校長は，指導力不足等教員と思
 われる教員の把握をするとと 
 もに，並行的に日々の教育活動
 に対する「指導・助言」に努め，
 「観察・記録」をする。 
 
・ 市町教育委員会及び県教育員

会は，その責任と権限において
指導力不足等教員の把握に努
め，当該校の校長と十分連携
し，継続的な記録と改善に向け
ての指導・育成を行う。 

８名の委員で構成
法律，社会又は医療に関し識見を
有する者 
 
・ 指導力不足等教員の認定及び

研修の種類の決定に関して意
見を述べる。 

 
・ 指導力不足等教員の研修後の

判定及び処遇の決定について
意見を述べる。 

 



３ 研修及び研修後の判定・処遇 

 

４ 教員以外の職への転職等 

 

判 定 委 員 会 

 
 

研修種別 期  間 場  所 

特別長期 
１年を通じて

（６月，１１月，

１月は学校） 

教育センター

中心 

３月以内 教育センター

中心 特別短期 
その他の期間 学校中心 

月に２日 教育センター

中心 特別通所 
その他の期間 学校中心 

その他の研修：コミュニケーション研修 
      消防学校での研修

教育センター・学校 

Ａ 指導力の発揮に関し  
  支援を要する教員 
Ｂ 指導力が不足してい 
  る教員 
Ｃ 適格性を欠く教員 

県教育委員会 

認 定 

 
公平性・客観性の確保 

報 告 

 
ア 学校への復帰 
イ 研修等の継続 
   研修種別の決定 
ウ 退職・転職等 
  退職勧奨，分限免職，転職 

決

定 

 

判

定

委

員

会 

 

教育委員会 

「これ以上研修等必要な

措置が講じられたとして

も指導を適切に行うこと

ができない」と認定 

 
本人に通知 

転職等への意思 
の確認

選考すべき職種，

職務の級，実務研

修場所，実務研修

内容等の決定

実効性のある研修が
実行されてきたかど
うかの検証 

人事委員会 

意

見 

合格基準の設定 
研修成果の検証

認定後 

 
実務研修の実施 
期間は６月程度 

選考試験の実施 
合否の判定

転職（合格） 
辞職･分限（不合格）

協

議 

【教育センターにおける研修内容及び研修方法】 
・ 研修内容は「基礎教養」「学習指導」「学級経営」 
 「生徒指導」を中心に，教員としての資質及び 
 指導力の向上に役立つものとする。 
・ 研修生は，指導担当者の指示の下に，定められ 
 た内容について研修する。また自己の課題に応 
 じた研修を推進する。 
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